
橋
本
利
光
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
神
代
巻
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

橋
本
利
光
の
提
出
し
た
『
神
代
巻
の
研
究
』
は
、『
古
事
記
』（
略
称
、
記
）
お
よ
び
『
日
本

書
紀
』（
略
称
、
紀
）
に
見
え
る
「
神
代
巻
」
に
焦
点
を
あ
て
て
神
話
の
生
成
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
記
は
上
・
中
・
下
三
巻
構
成
の
上
巻
に
神
代
巻
を
置
き
、
紀
は
三
十
巻
（
現
存
）
の

中
の
巻
一
・
巻
二
に
神
代
巻
を
置
く
。
記
・
紀
相
互
の
神
代
巻
は
、
類
似
性
を
持
つ
と
と
も
に

相
違
性
も
大
き
い
。
本
論
文
は
、
こ
の
両
書
の
神
代
巻
の
神
話
的
意
義
を
、
神
話
が
成
立
す
る

段
階
と
、
史
書
と
し
て
成
立
す
る
段
階
の
二
方
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
論
文
の
構
成
は
、
三
部
構
成
を
取
り
、「
序
論
」
の
目
的
と
方
法
に
続
い
て
、
第
Ⅰ
編
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「
四
神
出
生
章
の
神
名
」
で
は
第
一
章
「
日
神
」（
序
、『
日
本
書
紀
』
第
五
段
本
書
、『
日
本

書
紀
』
第
五
段
の
一
書
、『
日
本
書
紀
』
第
六
段
、『
日
本
書
紀
』
第
七
段
、『
日
本
書
紀
』
第

九
段
、
神
名
の
名
義
と
宮
廷
の
意
図
、
結
）、
第
二
章
「
月
神
」（
序
、
分
注
の
ツ
ク
ヨ
ミ
、

「
月
神
」
と
「
月
弓
尊
」
の
表
記
、「
月
夜
見
尊
」
の
表
記
、「
月
読
尊
」
の
表
記
、
五
穀
の
起

源
、
月
の
神
と
し
て
の
総
称
、
結
）、
第
三
章
「
ヒ
ル
コ
」（
序
、
第
五
段
の
ヒ
ル
コ
、
第
四
段

の
ヒ
ル
コ
、
出
現
場
所
、
ヒ
ル
コ
の
名
義
、
ヒ
ル
コ
の
位
置
付
け
、
結
）、
第
四
章
「
ス
サ
ノ

ヲ
」（
序
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
記
載
、
ハ
ヤ
ス
サ
ノ
ヲ
の
伝
承
、
カ
ム
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
名
、
ス
サ
ノ

ヲ
神
話
の
形
成
、
結
）
を
置
き
、
第
Ⅱ
編
「
異
界
の
位
相
」
で
は
第
一
章
「
黄
泉
比
良
坂
」

（
序
、「
黄
泉
」
の
原
義
、
和
語
の
「
ヨ
モ
」、
漢
語
の
「
黄
泉
」、
根
の
堅
州
国
、「
待
・
持
」

と
「
坂
・
攻
・
逃
・
迯
」
の
校
異
、
黄
泉
比
良
坂
の
意
義
、
結
）、
第
二
章
「『
日
本
書
紀
』
の

根
の
国
」（
序
、
根
の
国
、
底
根
の
国
、「
底
」
の
用
例
、
根
の
国
と
底
根
の
国
の
関
係
、
根
の

国
の
意
義
、
結
）、
第
三
章
「
妣
の
国
と
根
の
堅
州
国
」（
序
、
根
の
堅
州
国
、
葦
原
中
国
と
の

関
係
、
根
の
堅
州
国
の
名
義
、
妣
の
国
の
記
載
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
妣
の
国
、
根
の
堅
州
国
の
意
義
、
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結
）
を
置
き
、
第
Ⅲ
編
「
日
向
神
話
の
神
名
と
形
成
」
で
は
、
第
一
章
「
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ

ビ
メ
」（
序
、
登
場
す
る
神
の
名
前
、
短
命
起
源
譚
、
宮
廷
の
意
図
の
一
側
面
、
結
）、
第
二
章

「
海
幸
山
幸
」（
序
、
隼
人
と
安
曇
氏
、
失
わ
れ
た
釣
針
海
洋
型
、
婚
姻
譚
、
異
伝
に
つ
い
て
、

結
）、「
第
三
章

ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
」（
序
、
神
名
の
由
来
、
産
屋
と
捨
て
子
、「
葺
」
の
用

字
、
結
）
を
置
き
、「
結
論
」
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
研
究
の
意
義
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

第
Ⅰ
編
で
は
紀
記
載
の
神
話
を
考
え
、
記
の
伝
承
を
一
つ
の
異
伝
と
す
る
立
場
を
取
る
こ
と

で
紀
神
代
巻
の
特
徴
を
考
え
る
と
す
る
。
第
一
章
の
「
日
神
」
に
つ
い
て
は
、
日
神
、
大
日
�

貴
、
天
照
大
神
、
天
照
大
日
�
尊
ま
た
大
日
�
尊
と
、
異
な
っ
た
表
記
の
神
名
が
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
、こ
れ
ら
の
神
名
や
神
名
が
登
場
す
る
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
考
え
、

ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
紀
神
代
巻
に
お
い
て
第
五
段
、
第
六
段
、
第
七
段
、
第
九
段
に
登
場
す
る

が
、
こ
れ
ら
の
段
か
ら
、
神
名
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
神
格
を
考
え
、
ま
た
そ
こ
か
ら
編
纂

者
の
意
図
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
二
章
の
「
月
神
」
に
つ
い
て
は
、
月
神
、
月

─ ３ ─



弓
尊
、
月
読
尊
、
月
夜
見
尊
の
神
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
名
の
も
と
に
伝
承

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ツ
ク
ヨ
ミ
の
支
配
す
る
領
域
、
そ
れ
に
伴
う
伝
承
、
ア
マ
テ
ラ

ス
の
表
記
の
中
で
、
ど
の
神
名
と
対
応
し
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
、
名
義
に
つ
い
て

検
討
し
、
神
名
と
そ
の
神
名
が
も
つ
伝
承
を
考
え
る
こ
と
で
、
紀
神
話
の
特
色
を
見
出
し
て
ゆ

く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
三
章
の
「
ヒ
ル
コ
」
に
つ
い
て
は
、
紀
の
第
五
段
本
書
、
第
五
段

第
二
の
一
書
、
第
四
段
第
一
の
一
書
、
第
四
段
の
第
十
の
一
書
と
四
例
記
載
さ
れ
て
お
り
、
本

書
に
は
日
神
、
月
神
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
共
に
生
誕
す
る
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
国

生
み
の
前
に
ヒ
ル
コ
が
生
ま
れ
る
伝
承
も
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
伝
承
が
あ
る
が
、
出

現
位
置
が
な
ぜ
違
う
の
か
、
第
四
段
と
第
五
段
で
は
共
に
生
ま
れ
る
兄
弟
神
も
異
な
り
、
ま
た
、

月
神
の
活
動
が
語
ら
れ
な
い
神
で
あ
る
が
、
神
名
に
よ
る
神
格
も
解
釈
が
わ
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
ま
ず
出
現
す
る
位
置
に
つ
い
て
考
え
、
続
い
て
名
義
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
意
味
を

考
え
、
そ
の
こ
と
の
中
か
ら
編
纂
者
の
意
図
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
四
章
の
ス
サ
ノ

ヲ
で
は
、
現
存
す
る
文
献
に
確
認
で
き
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格
が
多
面
的
で
あ
り
、
神
格
や
名
義
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に
つ
い
て
も
一
様
で
は
な
く
、
素
戔
嗚
尊
の
神
名
表
記
で
多
く
登
場
す
る
が
、
速
素
戔
嗚
尊
、

神
素
戔
嗚
尊
、
武
素
戔
嗚
尊
の
神
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
カ
ム
や
ハ
ヤ
を
単

な
る
冠
語
・
美
称
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
神
名
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
一
書
云
」
の
記
載
に
よ
る

こ
と
か
ら
、
別
資
料
に
基
づ
く
伝
承
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
し
、
現
存
の
紀
の
伝
承
を
通
し
て

そ
の
特
徴
を
考
え
、
分
注
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
「
カ
ム
」
と
「
ハ
ヤ
」
を
手
が
か
り
に
、

紀
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
伝
承
と
神
名
の
意
味
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
Ⅱ
編
で
は
、
記
・
紀
の
異
界
に
つ
い
て
論
じ
る
。
地
名
か
ら
記
・
紀
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に

考
え
、
記
・
紀
両
書
が
異
界
を
ど
の
よ
う
な
立
場
で
描
い
て
い
る
の
か
を
問
題
と
す
る
。「
根

の
国
」
と
「
根
の
堅
州
国
」
は
名
称
が
異
な
る
が
、
元
は
同
じ
伝
承
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

こ
と
、
そ
の
国
が
両
書
に
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
、
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
に
視
点
を
向
け
、

記
の
黄
泉
国
・
根
の
堅
州
国
と
紀
の
根
の
国
と
の
比
較
の
上
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
章
の

「
黄
泉
比
良
坂
」
で
は
、
黄
泉
の
原
義
と
黄
泉
比
良
坂
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
に

は
黄
泉
の
原
義
と
和
語
の
「
ヨ
モ
」
と
「
ヨ
ミ
」
と
の
関
係
、
漢
語
の
「
黄
泉
」
な
ど
の
問
題

─ ５ ─



が
あ
り
、
ま
た
「
黄
泉
比
良
坂
」
と
い
う
共
通
の
出
口
を
持
つ
「
根
の
堅
州
国
」
の
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
加
え
て
諸
本
の
校
異
の
検
討
を
通
し
て
、
葦
原
中
国
を
中

心
と
し
た
異
界
で
あ
る
黄
泉
国
と
根
の
堅
州
国
に
つ
い
て
、
黄
泉
比
良
坂
と
の
関
わ
り
の
中
か

ら
考
え
、
さ
ら
に
黄
泉
比
良
坂
の
意
義
を
考
察
し
た
上
で
、
記
の
編
纂
者
で
あ
る
宮
廷
の
編
纂

意
図
の
一
面
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
二
章
の
紀
の
根
の
国
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
最
終

的
に
向
か
う
地
と
し
て
「
根
の
国
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
国
の
様
子
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
由
や
紀
の
特
質
を
探
り
、「
底
根
の
国
」
と
は

何
か
、
さ
ら
に
「
底
」
の
用
例
分
析
を
通
し
て
編
纂
者
の
意
図
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
章
の
妣
の
国
と
根
の
堅
州
国
に
つ
い
て
は
、
記
に
見
え
る
特
徴
を
同
じ
神
話
素
か
ら
考

え
、
根
の
堅
州
国
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
言
葉
の
中
で
妣
の
国
と
共
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
記
に

現
れ
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
根
の
堅
州
国
が
記
の
中
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
考

え
、
さ
ら
に
葦
原
中
国
と
の
位
置
関
係
、
根
の
堅
州
国
の
名
義
に
つ
い
て
確
認
し
、「
妣
」
に

つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
上
で
編
纂
者
の
意
図
を
探
り
、
根
の
堅
州
国
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
Ⅲ
編
で
は
、
日
向
神
話
の
形
成
と
神
名
に
つ
い
て
考
え
る
。
記
・
紀
の
両
書
を
共
時
的
に

考
え
、
神
話
形
成
の
特
徴
や
神
名
の
特
質
を
論
じ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
物
語
が
形
作
ら
れ
て

い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
一
章
で
は
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
に
つ
い
て
論
じ
る
。
記

の
木
花
之
佐
久
夜
比
賣
の
神
話
は
、
大
き
く
二
段
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
、
一
つ
は
迩
々
藝
能

命
と
木
花
之
佐
久
夜
比
賣
と
の
婚
姻
譚
、
一
つ
は
木
花
之
佐
久
夜
比
賣
が
火
の
中
で
火
照
命
・

火
須
勢
理
命
・
火
遠
理
命
を
生
む
出
産
譚
で
あ
る
。
前
半
部
分
で
あ
る
婚
姻
譚
は
、
天
皇
の
短

命
起
源
譚
と
し
て
語
ら
れ
、
後
半
部
の
出
産
譚
は
、
八
つ
の
異
伝
す
べ
て
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
天
皇
の
短
命
の
起
源
が
直
接
語
ら
れ
る
の
は
、
記
と
紀
第
九
段
第
二
の
一
書
の
み
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
皇
の
短
命
起
源
譚
は
、
宮
廷
の
編
纂
意
図
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
と
推
測

さ
れ
、
む
し
ろ
こ
れ
は
石
長
比
賣
の
物
語
り
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
短
命
の
起
源
譚
は
宮
廷
の
構
想
が
認
め
ら
れ
、
短
命
の
起
源
譚

に
お
け
る
石
長
比
賣
の
位
置
付
け
を
行
う
。
第
二
章
で
は
、
海
幸
山
幸
神
話
の
異
伝
の
相
違
を
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論
じ
る
。
山
幸
で
あ
る
火
遠
理
命
が
釣
針
を
な
く
し
、
そ
れ
を
取
り
も
ど
し
て
兄
の
海
幸
に
報

復
す
る
話
は
、
失
わ
れ
た
釣
針
型
の
伝
承
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
火
遠

理
命
が
海
神
宮
を
訪
問
し
て
豊
玉
姫
と
婚
姻
を
結
ぶ
話
は
、
浦
島
伝
説
と
本
源
を
同
一
と
す
る

も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
廷
神
話
と
い
う
側
面
以
外
に
、
隼
人
に
関
わ
る
構
成
要
素
と

阿
曇
氏
に
関
わ
る
構
成
要
素
が
こ
の
神
話
に
は
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
神
話
の
原
伝
承
を
担
っ
て
い
た
伝
承
集
団
が
、
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
深

い
関
係
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
廷
神
話
と
し
て
の
海
幸
山
幸
神
話
の
構
成
や
原
伝
承
、
そ
れ
を

所
有
し
て
い
た
伝
承
集
団
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
に
つ
い

て
論
じ
る
。
こ
こ
に
は
五
つ
の
異
伝
が
残
さ
れ
て
お
り
、
大
き
く
二
種
類
の
神
名
由
来
譚
が
存

在
す
る
。
一
つ
は
海
辺
の
波
限
で
鵜
の
羽
を
屋
根
と
し
て
葺
い
て
産
屋
を
造
っ
た
が
、
葺
き
終

わ
ら
な
い
う
ち
に
生
ま
れ
た
の
で
そ
の
名
が
付
い
た
と
い
う
神
名
由
来
譚
と
、
一
つ
は
「
草
」

や
「
眞
床
覆
衾
及
び
草
」
で
児
を
つ
つ
ん
で
海
辺
に
棄
て
た
と
い
う
神
名
由
来
譚
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
草
な
ど
に
つ
つ
ま
れ
て
棄
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
神
名
由
来
を
考
え
、
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
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ヘ
ズ
の
神
名
が
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、
こ
の
神
名
を
記
し
た
宮
廷
の
編
纂
意
図
と
は
何
か
を
考

察
す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
に
見
え
る
神
名
と
神
名
を
め
ぐ
る
伝
承
、

地
名
と
地
名
を
め
ぐ
る
伝
承
な
ど
を
中
心
に
、
編
纂
者
に
よ
る
原
伝
承
か
ら
の
伝
承
の
取
捨
選

択
と
宮
廷
に
お
け
る
編
纂
の
意
図
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
第
Ⅰ
編
で
は
『
日
本
書
紀
』
を
中

心
と
し
て
、
日
神
・
月
神
あ
る
い
は
ヒ
ル
コ
や
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
な
ど
の
神
名
の
分
析
か
ら
、
そ

の
神
格
と
そ
れ
に
伴
う
伝
承
の
成
立
を
、
第
Ⅱ
編
で
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
黄
泉
国

や
根
国
あ
る
い
は
妣
の
国
な
ど
の
異
界
の
意
義
を
、
第
Ⅲ
編
で
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』

の
比
較
を
通
し
て
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
や
海
幸
・
山
幸
な
ど
の
伝
承
の
形
成
を
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。
以
下
に
、
い
く
つ
か
の
論
を
中
心
に
、
本
論
文
の
特
質
と
課
題
に
つ
い
て
触
れ
た

─ ９ ─



い
。神

代
巻
の
研
究
は
、
江
戸
時
代
以
来
『
古
事
記
』
の
上
巻
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
来
た
歴
史

が
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
居
宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
伝
』
の
影
響
が
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
神

代
巻
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
論
文
に
お
い
て
は
、

『
古
事
記
』
を
一
方
に
置
き
な
が
ら
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
を
中
心
と
し
て
扱
い
、
そ
こ

に
見
え
る
日
神
・
月
神
・
ヒ
ル
コ
な
ど
の
神
々
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
態
度
は
漢
文
体

に
し
ろ
混
淆
文
に
し
ろ
、『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
重
要
な
古
代
日
本
の
文
字
文
献
で

あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『
古
事
記
』
の
構
造
が
一
系
列

の
神
話
で
あ
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
多
く
の
一
書
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
異
伝
か

ら
は
天
皇
神
話
以
外
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
編
纂
意
図

が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
編
纂
者
が
資
料
を
ど
の
よ
う
に
参
考
と
し
た
か
に
関
わ
る
も
の
で

あ
り
、『
日
本
書
紀
』
独
自
の
史
観
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
そ
こ
に
本
論
文

が
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
か
ら
始
め
る
立
場
が
あ
り
、
本
論
文
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
い
え
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る
。
そ
の
具
体
的
論
と
し
て
「
日
神
」
に
つ
い
て
見
る
と
、『
日
本
書
紀
』
第
五
段
の
日
神
の

誕
生
神
話
が
、
本
書
と
一
書
の
分
析
か
ら
見
る
と
オ
ホ
ヒ
ル
メ
の
尊
の
伝
承
は
天
照
大
神
に
近

い
伝
承
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ヒ
ル
メ
は
日
神
系
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
別
の
視
点

を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
見
識
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、
第
五
段
の
本

書
は
複
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
別
名
の
記
載
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
日
神
は
自
然

神
と
し
て
の
日
神
と
人
格
神
と
し
て
の
日
神
が
あ
り
、
高
皇
産
霊
尊
と
は
共
に
登
場
す
る
こ
と

は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
段
階
に
お
い
て
皇
祖
神
、
太
陽
神
、
最
高
神
と
し
て
天
照
大

神
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
宮
廷
の
意
図
が
あ
っ
た
と
結
論
す
る
の
も
、
一
書
の
意
味
を
重
ん

じ
る
態
度
と
し
て
評
価
で
き
る
。
以
下
の
月
神
や
ヒ
ル
コ
な
ど
の
問
題
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の

持
つ
性
格
を
分
析
し
て
、
そ
れ
ら
も
宮
廷
神
話
と
し
て
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

も
評
価
で
き
る
。

「
異
界
の
位
相
」
に
つ
い
て
の
論
で
は
、
黄
泉
や
根
の
国
な
ど
を
対
象
と
し
、『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
を
比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
生
成
を
論
じ
る
。
た
と
え
ば
「
黄
泉
比
良
坂
」
の
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「
黄
泉
」
は
「
四
方
」
と
同
義
で
あ
る
が
分
化
す
る
こ
と
で
漢
語
の
黄
泉
が
用
い
ら
れ
、
そ
こ

に
中
国
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
た
と
す
る
。
黄
泉
と
表
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
漢
字
と
訓

と
の
関
係
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
訓
の
根
拠
を
求
め
る
べ
き
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ヨ

ミ
の
和
語
は
表
記
に
よ
り
特
殊
仮
名
遣
い
の
問
題
が
生
じ
て
解
釈
が
別
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

本
論
で
は
益
田
勝
実
説
を
受
け
て
、
黄
泉
が
中
つ
国
か
ら
見
れ
ば
周
縁
に
属
し
、
四
方
に
別
世

界
と
し
て
の
黄
泉
国
が
存
在
し
た
の
だ
と
見
る
。
そ
の
四
方
も
、
次
第
に
王
権
の
統
治
に
関
わ

る
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。も
ち
ろ
ん
ヨ
ミ
の
語
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
、

な
お
困
難
な
問
題
を
残
し
て
い
る
。
ヨ
モ
ツ
ヘ
グ
ヒ
や
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
の
ヨ
モ
が
ヨ
ミ
の
古
い

形
で
あ
り
未
分
化
な
の
だ
と
い
う
の
は
、
ヨ
ミ
（
黄
泉
）
と
ヨ
モ
（
四
方
）
の
未
分
化
を
指
す

の
か
音
韻
交
代
な
の
か
は
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
方
が
天
皇
の

支
配
範
囲
と
し
て
設
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
黄
泉
の
世
界
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
疑
問
が
残
る
。
黄
泉
が
水
平
の
世
界
か
地
下
か
は
別
と
し

て
も
、
混
沌
の
場
所
と
し
て
の
黄
泉
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
通
し
て
王
権
の
地
へ
と
変
容
さ
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せ
ら
れ
た
の
か
は
、
具
体
的
説
明
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
日
向
神
話
の
神
名
と
形
成
」
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
通
し
て
編
纂
意
図
を
明

ら
か
に
す
る
試
み
の
論
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
ウ
カ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
」
の
神
話
に
つ
い
て
は
、

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
第
十
段
の
本
書
、
第
一
の
一
書
、
第
三
の
一
書
、
第
四
の
一
書

に
見
ら
れ
、
こ
の
神
話
は
大
別
し
て
二
種
類
の
神
名
由
来
譚
が
見
ら
れ
、
前
者
は
屋
根
を
葺
く

前
に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
の
名
で
あ
る
が
、
後
者
の
本
書
は
草
に
児
を
包
ん
で
捨
て
た
こ
と
に

よ
る
名
、
第
四
の
一
書
は
真
床
覆
衾
と
草
で
包
ん
で
捨
て
た
こ
と
に
よ
る
名
で
あ
る
な
ど
の
伝

承
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
伝
承
の
中
か
ら
「
草
」
型
の
神
名
由
来
譚
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
「
産
屋
」

型
の
神
名
由
来
譚
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
「
草
」
型
の
神
名
か
ら
創
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
本
書
お
よ
び
一
書
の
分
析
を
通
し
、
こ
の
二
系
列
の
伝
承
の
型

を
取
り
出
し
た
の
は
評
価
さ
れ
て
良
い
。
そ
の
上
で
こ
の
神
話
伝
承
は
海
と
地
上
を
隔
絶
す
る

草
型
の
神
名
由
来
譚
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
宮
廷
の
産
育
に
関
わ
る
習
俗
が
存
在

し
、
こ
の
神
名
を
取
り
入
れ
、
宮
廷
神
話
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
た
と
す
る
の
は
、
そ
こ
に
宮
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廷
の
意
図
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
難
し
い
問
題
へ
の
挑
戦
で
あ
る
が
、『
古

事
記
』
の
み
で
は
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
幾
種
類
も
の
一
書
の
細
か
い
分
析
を
通
し
て
結
論
づ

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
考
え
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

本
論
文
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
意
図
に
注
目
す
る
こ
と
で
結
論
を
導

こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
質
が
あ
る
。
解
釈
が
多
岐
に
わ
た
る
の
が
上
代
文
献
の
特
徴

で
あ
る
が
、
学
説
を
丹
念
に
す
く
い
取
り
、
本
文
の
分
析
に
力
を
注
ぎ
、
細
部
の
相
違
に
も
注

目
し
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
今
後
の
研
究
に
お
け
る
基
本
的
な
方
法
論
を
確
立
し

て
い
る
と
い
え
る
。
個
々
の
素
材
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
今
後

の
研
究
継
続
と
成
果
を
十
分
に
期
待
で
き
る
。よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
で
あ
る
橋
本
利
光
は
、

博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國

學

院

大

學

教

授

辰

巳

正

明

◯印

副
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

近

藤

信

義

◯印

副
査

國

學

院

大

學

助

教

谷

口

雅

博

◯印
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橋
本
利
光

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
問
を
行
っ
た
結
果
、博
士
（
文
学
）

の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國

學

院

大

學

教

授

辰

巳

正

明

◯印

副
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

近

藤

信

義

◯印

副
査

國

學

院

大

學

助

教

谷

口

雅

博

◯印
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